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輸入申告業務について
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輸入業務フロー（輸入ストレート貨物）

ACH
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登録
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事項呼出し
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輸入申告
事項登録

輸入許可等
通知情報

許可・承認
貨物情報

空港内保税蔵置場で輸入申告の場合
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輸入申告は、原則として保税地域搬入後に行います。
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輸入業務フロー（輸入ストレート貨物）
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事項呼出し
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輸入申告
事項登録
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BIN
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空港外保税蔵置場で輸入申告の場合

輸入申告は、原則として
保税地域搬入後に行います。



輸入業務フロー（輸入混載貨物）

ACH
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5

空港内保税蔵置場で輸入申告の場合

輸入申告は、原則として保税地域搬入後に行います。
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輸入業務フロー（輸入混載貨物）
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空港外保税蔵置場で輸入申告の場合

輸入申告は、原則として
保税地域搬入後に行います。
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輸入申告から許可までの流れ

IDA
輸入申告
事項登録

輸入許可

①輸入申告申告書の作成
通関士による書類審査

③輸入申告

④通関関係書類の送付 ⑥納税⑤税関による審査終了 ⑦輸入許可

入力控え

②貨物の搬入状況確認

IAW
輸入貨物
情報照会

CEA
輸入申告
審査終了

MP２
ＭＰＮ消込

IDA後に出力される
入力控えを通関士が審査

貨物が通関予定の蔵置場に
搬入されているかを確認

通関士が審査した輸入申告書を
税関に提出

審査区分によって、税関審査
に必要なインボイス等の通関
関係書類を税関に送付

税関による審査が完了した旨の登録
リアルタイム口座による関税等
の振替が完了した旨の登録

納税方法はリアルタイム口座、
MPN（マルチペイメント）、直納
（納付書）の3種類

税関の審査、納税が完了すると輸入
許可となり輸入許可通知書を出力

リアルタイム口座の場合は振替完了
通知を出力

輸入許可等
通知情報

MSX
申告添付
登録

リアルタイム口座
振替完了通知

輸入申告書を作成

IDC
輸入申告



申告書を入力する際は、画面左の入力項目ガイドや、事務処理要領などを参照してください。

◎入力項目ガイド

◎電算関係税関業務事務処理要領

事務処理要領と入力項目ガイド

入力項目を選択（クリック）すると、
ガイドを表示します
入力項目を選択（クリック）すると、
ガイドを表示します

項目毎の運用を含めた
詳細な入力方法

8

①

②

③

④

⑤



NACCS業務関連コード
IDA（輸入申告事項登録）に入力するコードはコード集から確認して入力します。

メインメニュー
「コード集タブ」からコードの確認
ができます

国コード
原産国の入力などに利用

国コードをクリックすると
港コード一覧に遷移します 港コード

積出地の入力などに利用

9日本国内の港コード

◎NACCS業務関連コード

◎世界の港コード一覧（検索用）



輸入申告事項呼出しについて

IDB（輸入申告事項呼出し）業務 申告等番号に入力がない場合は必須入力

Ｃ： 輸入申告（申告納税）  Ｆ： 輸入申告（賦課課税）
Y： 輸入申告（少額関税無税） Ｒ： 蔵出輸入（引取・特例）申告
Ｈ： 輸入（引取）申告   Ｎ： 特例委託輸入（引取）申告
Ｊ： 輸入（引取・特例）申告  Ｐ： 特例委託輸入（引取・特例）申告
Ｓ： 蔵入承認申請    Ｍ： 移入承認申請
Ａ： 総保入承認申請   Ｇ： 展示等申告
Ｋ： 蔵出輸入申告（申告納税） Ｄ： 蔵出輸入申告（賦課課税）
Ｕ： 移出輸入申告（申告納税） Ｌ： 移出輸入申告（賦課課税）
Ｂ： 総保出輸入申告（申告納税）
Ｅ： 総保出輸入申告（賦課課税)

IDA業務へ

○：入力可能

IDB業務 入力画面
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AWB番号をハイフンなしで入力

申告等番号
IDA(輸入申告事項登録）

ＡＷＢ番号
ACH(ＡＷＢ情報登録）

HCH01(ＨＡＷＢ情報登録)

電子I/V受付番号
IVB(インボイス・パッキング
リスト仕分情報登録)

共通管理番号
IFA(食品等輸入届出事項登録）

ILA、IPA等

1 事項登録の訂正 ○

2 貨物情報から呼出し ○

3 電子インボイスから呼出し ○

4 他法令申請から呼出し ○

5
貨物情報と併せて呼出し

○ ○

6 ○ ○

パターン

項目名
登録業務



輸入申告事項登録について

IDA（輸入申告事項登録）業務

 IDA業務画面は、申告種別を指定して展開します。

業務種別（海上・航空）により入力欄自体の有無、画面構成に
違いがあります。

適切な事項登録が行えないこととなるので、呼び出し時には
注意が必要です。 11

メイン画面で
業務コードを
入力する場合

「F2」キーから
業務コードを
入力する場合

種別「S**」のSは、海上（SEA）
種別「A**」のAは、航空（AIR）

①業務コード「IDA」を入力
②種別をプルダウンから選択
③OKボタン押下で対応する業務
画面が展開する

①

②

③

①

②

③



輸入申告事項登録について

IDA業務（共通部上段） 入力画面

①

⑤

④

③②

住所補完ができない場合は、階層に分割入力
①郵便番号（7桁）   ②都道府県（15桁）
③市町村（行政区）（35桁） ④町域名・番地（35桁）
⑤ビル名ほか（70桁）

法人番号もしくは輸出入者コードを入力
輸出入者コードはIIE（輸出入者情報照会）
法人番号はIIE01（法人番号情報照会）で照会可能

輸入者の識別を入力１：法人（法人番
号を有する者）
２：法人番号を有しない者及び個人
３：不明
※法人番号と紐付けされている輸出
入者コードを入力した場合は、ブラン
クでもあっても「1」を自動補完する

12

Ｌ：大額申告
Ｓ：少額申告

Ｃ： 輸入申告
（申告納税）

通関予定の保税地域
コードを入力
（業務コード集参照）



輸入申告事項登録について
IDA業務（共通部中段①）の入力画面

★

★

★ ★

★

★

貿易形態別符号を入力

「貨物個数」「貨物重量」 「積載機名」「入港年月日」「取卸港」を入力した場合、貨物情報と一致している必要があります。
ただし、★の項目は、システム登録済みの貨物情報から自動補完が可能です。また、「積載機名」「入港年月日」「取卸港」は、
IDA登録後の入力控えではブランクで表示されますが、申告時もしくは予備申告後の本申告時に貨物情報の内容が補完されます。

AWB
または

HAWBを入力

運送場所識別を入力
C ：輸入者住所と同じ場所のみ
N ：運送先が定められていない
T ：輸入者住所と異なる場所

(輸入者の住所と異なる運送先が１か所)
M ：輸入者住所と異なる場所

(輸入者の住所と異なる運送先が複数か所)

１：通販貨物
２：FS利用貨物
３：その他の貨物

１：運送場所の名称等欄に「運送先の場所の
名称」を入力する場合
２：運送場所の名称等欄に「貨物の引渡しを
受ける者の氏名又は名称」を入力する場合

運送先所在地 （「運送先の入力方法」 参照）
(1)運送場所識別欄に「T」または「M」を入力した場合は、必須入力
(2)運送場所識別欄に「C」を入力した場合は、任意入力

(入力した場合、輸入者住所と同一であるかをチェックします)
(3)運送場所識別欄に「N」を入力した場合は、入力不可

13
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輸入申告事項登録について
①運送先の入力方法（輸入者住所と同じ）

①-1輸入者住所と同じ場合

①ー２運送先が2か所で1つが輸入者住所と同じ場合

①ー３運送先が３か所以上で1つが輸入者住所と同じ場合

運送先は任意入力
入力した場合、輸入者住所以外を入力するとエラー

輸入者住所と異なる運送先を入力
輸入者住所と同じ住所を入力するとエラー

輸入者住所と異なる運送先の内1か所を入力
それ以外の運送先はMSXによる添付ファイルにて送信

輸入者住所

C ：輸入者住所と同じ場所のみ

T ：輸入者住所と異なる場所
(輸入者の住所と異なる運
送先が１か所))

M ：輸入者住所と異なる場所
(輸入者の住所と異なる運送
先が複数か所)

運送先が輸入者住所と同じ場所が
定められている場合

運送先住所



輸入申告事項登録について

②運送先の入力方法（輸入者住所と異なる）

②-1輸入者の住所と異なる運送先が１か所

②-2 輸入者の住所と異なる運送先が複数か所

輸入者住所と異なる運送先を入力
輸入者住所と同じ住所を入力するとエラー

運送場所識別に「N」を入力した場合、入力不可

輸入者住所と異なる運送先の内1か所を入力
それ以外の運送先はMSXによる添付ファイルにて送信

②-３ 運送先が定められていない

輸入者住所

N ：運送先が定められていない

M ：輸入者住所と異なる場所
(輸入者の住所と異なる運送
先が複数か所)

T ：輸入者住所と異なる場所
(輸入者の住所と異なる運送
先が１か所))

15

運送先が輸入者の住所と異なる
場所が定められている場合

運送先住所



輸入申告事項登録について
IDA業務（共通部中段②） 入力画面 インボイス価格条件コード （「インボイス価格条件」を参照）

保険 （「保険の入力例」を参照）

16

評価申告の条件をコードで入力
※申告貨物のすべてに包括評価申告を適用する場合は、入力不可
０： 評価申告書の提出を要しないもの
５： 申告貨物の一部に包括評価申告を適用又は複数の包括評価申告を適用するもの
６： 個別評価申告を適用するもの
７： 特殊関係が取引価格に影響を与えないもの
Ｚ： 包括評価申告を適用するものであってシステムに未登録のもの、

   登録済みであって評価結論等が未修正のもの
   またはＢＰ承認後ＩＢＰに係る輸入申告変更事項登録前に包括評価申告内容を変更したもの

☆☆ ☆ ☆

☆の納付方法に関する入力方法は 「納税方式」を参照



輸入申告事項登録について

インボイス価格条件（自動計算なし）

コード
EXW DEQ
FCA DDU
FAS DDP
ＤＡＦ DAP
ＤＥＳ DAT
CFR DPU
CPT
ＣＩＰ

コード 運賃 保険

FOB （指定船積港本船渡し） 入力 入力

C&I （指定仕向港保険料込み） 入力 入力不可

C＆F （指定仕向港運賃込み） 入力不可※ 入力

ＣＩＦ  （指定仕向港運賃保険料込み） 入力不可※ 入力不可

インボイス価格条件（自動計算あり） インボイス価格条件コードにFOB/C&I/C&F/CIFコードを入力した場合、仕入書価格、運賃、保険、
評価に入力した内容から課税価格を自動計算し算出します。

①「補正」欄左に「ＤＰ」（手計算により算出した課税価格の総額入力）を入力

②FOB/C&I/C&F/CIFのうちいずれか類似のコードを入力し、｢仕入書価格｣
欄右にインボイス上の金額について当該入力した価格条件に応じて補正した額を入
力し、実際取引の価格条件を「記事（税関用）」欄に入力

「Ｃ＆Ｆ」又は「ＣＩＦ」の場合で、インボイス等上の運賃より実際の運賃が上回っているときは、その差額分の運賃の入力可

インボイス価格条件（自動計算なし）を入力した場合の課税価格の入力方法

入力する価格条件コードに応じて、運賃、保険を入力します。

以下のコードを入力した場合は、自動計算による課税価格が算出されません。

17



輸入申告事項登録について

・個別保険の場合 ※入力した金額が保険料金になります。

・包括保険の場合 ※事前に保険会社等が登録した料率から保険料金を算出します。

・付保なしの場合

18

保険の入力例

A

包括保険番号

D

B

通貨 金額

あああ

包括保険は、輸入者から依頼を受けた損害保険会社がNACCSに包括保険指数等の情報を仮登録し、
輸入者・通関業・海貨業によって確認登録された後から輸入申告で使用できるようになります。
詳細はNACCS掲示板「包括保険関連業務情報」を参照下さい。

税関登録は6桁、損害保険会社が登録は8桁
（１）保険料率1種類(枝番なし）では末尾「1」
 1A001   → 1A0011
 H123456  → H1234561
（２）保険料率に枝番がある場合、末尾は対象の枝番
 2B222 の枝番2では  → 2B2222
 H234567 の枝番3では → H2345673



輸入申告事項登録について

IDA業務（繰返部） 入力画面

複数欄にわたる申告の
場合は、課税価格の総
額を按分するための按
分係数を入力

実行関税率表のＮＡＣＣＳ用コードを入力
※「ＮＡＣＣＳ用コード」欄に「†」及び「†１」がある場合は、ＮＡＣＣＳ用の品目コードを入力
0～6：統計基本通達21-1（普通貿易統計計上貨物）
Ｘ： 「関税率表等の分類の特例扱いについて」の限定により少額品目を

    一括して申告する場合（少額合算貨物）
Ｙ： 自国産品の再輸入貨物の場合（統計計上除外の場合は除く）
Ｅ： 統計基本通達21-2（普通貿易統計計上除外貨物）に掲げる貨物に該当する場合

原産地コードを1桁または4桁で入力
（「原産地コードについて」 を参照）

実行関税率表の番号及び統計細分を続けて入力
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統計計上を要する品
目、関税に従量税ま
たは選択税率が適用
される品目または内
国消費税等に従量税
が課せられる品目の
場合に、数量を入力

内国消費税種別コードを入力
F3（軽減税率）
F4（標準税率）

軽減税率が適用できない品目に対して「F3（軽減税率）」の入力があった場合、エラーを出力します。
軽減税率が適用可能な品目に対して、「Ｆ４（標準税率）」の入力があった場合に、注意喚起メッセージを表示します。

国コードを入力



原産地コードについて その１
原産地証明書識別

1～2桁目 原産地（申告）種別

20

IHS(輸入品目税率照会)業務を利用した1～2桁目 原産地（申告）種別の確認

右クリックメニュー
「業務リンク」、「 IHS(輸入品目税率照会) 」

税率区分がEPAの場合
IDAの原産地証明書識別の
先頭２桁を出力

利用可能な税率区分（「基本」、「暫定」、「特恵」、「特別特恵」、
「WTO協定」、「EPA」のいずれか）を出力

品目番号と原産地を入力

IDA業務 繰返部 入力画面

IHS業務 照会画面



原産地コードについて その２

保険

4桁目 貨物の種類
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保険

3桁目 原産地証明者等区分

T 輸出国当局が発給した原産地証明書（第三者証明）

A 認定輸出者による自己証明（原産地申告）

P 製造者による原産品申告書

Q
製造者による原産品申告書
（原産性に関する情報が提供できない場合）

E 輸出者による原産品申告書

F
輸出者による原産品申告書
（原産性に関する情報が提供できない場合）

I 輸入者による原産品申告書

O 原産地証明書等の提出が不要な場合

国定・WTO協定

G 協定用原産地証明書の提出がある貨物
R 貨物、インボイス等により原産地が確認できる貨物
S 輸入割当等公表告示三－８に規定する原産地証明書がある貨物
N 原産地が確認できない貨物

一般特恵

A
自国関与品（暫定令第26条第２項該当）で、かつ、累積（暫定令第26条第３項）適用
の貨物

J
自国関与品（暫定令第26条第２項該当）で、かつ、累積（暫定令第26条第３項）非適
用の貨物

B
自国関与品（暫定令第26条第２項該当）以外で、かつ、累積（暫定令第26条第３項）
適用の貨物

P
自国関与品（暫定令第26条第２項該当）以外で、かつ、累積（暫定令第26条第３項）
非適用の貨物

C 税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物
T 少額扱い貨物
M 特恵用原産地証明書の提出猶予申請を行う貨物

EPA

1
EPA関税割当品目で、EPA関割証明書及び原産地証明書（若しくは原産品申告書）
の提出がある貨物

2 EPA関税割当品目で、EPA関割証明書があり、少額扱い貨物

3
EPA関税割当品目で、税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであ
ると認めた貨物

4 EPAに基づく原産地証明書（若しくは原産品申告書）の提出がある貨物
5 少額扱い貨物
6 税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物
7 EPAに基づく原産地証明書（若しくは原産品申告書）の提出猶予申請を行う貨物

コードは追加されることがあります。最新のコードについては、NACCS掲示板を確認ください。



輸入申告について
IDC（輸入申告）業務

IDA業務で払い出された申告番号を入力し、登録した内容を税関に申告します。

（１）通常申告以外の場合に入力
（２）郵便貨物の場合は「Ｔ」に限り入力可能
（３）申告等種別により入力可能な申告条件コードについては、 

NACCS業務仕様書｜IDC概要（本文） １．業務概要を参照
Ｔ ：予備申告（本申告手動起動）
Ｚ ：予備申告（貨物搬入時自動起動）
Ｕ ：予備申告（貨物到着時自動起動*1）

  *1コンテナ扱い貨物のみ対象
Ｊ ：予備申告（貨物到着前自動起動*2 ）

  *2積荷目録事前報告時自動起動を指定
Ｈ ：予備申告後の本申告
Ｉ ：搬入時申告の登録（海上のみ入力可）
Ｋ ：開庁時申告の登録

IDC業務 入力画面

申告番号

22



IDC
輸入申告

区分1
簡易審査扱い

区分2
書類審査扱い

区分3
検査扱い

CEA
審査終了

検査

検査扱い

書類審査終了

１桁目（保留・差止め） ２桁目 （審査区分） ３桁目（検査指定） ４桁目（書類提出）
＊ 簡易保留 1 簡易審査 Ｒ 現場検査 Ｔ 審査時に原紙提出要
Ｚ 税関届出ダメージ貨物 2 書類審査 Ｋ 検査場検査 Ｇ 許可時に原紙提出要
Ｓ 移動差止め貨物 3 検査扱い Ｘ 大型Ｘ線検査 Ｍ ＴとＧが混在

Ｍ 見本確認 Ｙ 書類提出要（区分１のみ）

Ｈ 本船検査

Ｖ ふ中検査

検査指定
情報

審査区分は１～４桁で構成

輸入申告控え

税関

税関

ＭＳＸ
申告添付登録

通関関係書類提出

検査終了

関税納税後許可書を出力

・検査指定
現場検査  検査場検査
大型Ｘ線 見本確認
本船検査 ふ中検査
検査取止 運送指示
事前検査 区分変更

ＭＳＸ
申告添付登録

通関関係書類提出

現場検査

検査指定票

CKO
検査指定

申告から許可までの流れ（概要）
審査・検査について

検査指定票を出力

審査区分を確認

輸入許可書
納税
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輸入許可通知書について
輸入許可通知書

通関業

①IDC(輸入申告）

③輸入許可通知書を取得
②許可

保税蔵置場

輸入許可通知書配信イメージ
NACCS 税関

配信電文は「即時電文取出」をクリックして
電文取得する必要があります
配信日から７日を経過すると取得できません

輸入許可通知書は申告した
端末に出力されます

③許可承認貨物情報を
通関蔵置場に配信※

※航空の場合、システムに出力
する旨が登録されている保税
蔵置場にのみ出力する。

業務固有情報に申告番号を表示
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輸入申告訂正業務フロー

IDB
輸入申告
事項呼出し

IDA
輸入申告
事項登録

IDC
輸入申告

IDD
輸入申告
変更事項
呼出し

IDA01
輸入申告
変更事項
登録

IDE
輸入申告
変更 *1

輸入申告番号により呼出し

※1予備申告後の訂正の場合はIDCになります。

MIC
輸入マニ
フェスト申告

MIE
輸入申告
変更 *2

輸入申告前に訂正を行う場合 輸入申告後から許可前までに訂正を行う場合

輸入許可輸入許可・輸入申告には、輸入許可後の変更業務は存在しません。

・適切な内容に基づいて申告を行って下さい。

輸入申告番号により呼出し

※2予備申告後の訂正の場合はMICになります。

MID
申告事項
呼出し

MID
申告事項
呼出し

輸入申告番号により呼出し
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輸入申告前の訂正について
IDB（輸入申告事項呼出し）業務

• 払い出し済みの申告番号を入力することにより、IDA業務で登録した申告事項の情報を呼び出しますので、
必要項目を訂正します。

• IDC（輸入申告）業務前であれば、何度でも呼出しが可能です。
申告等番号に入力があり、
申告等種別を変更する場合は必須入力

Ｃ ：輸入申告（申告納税）
Ｆ ：輸入申告（賦課課税）
Y ：輸入申告（小額関税無税）（航空のみ入力可）
Ｈ ：輸入（引取）申告
Ｎ ：特例委託輸入（引取）申告
Ｊ ：輸入（引取・特例）申告
Ｐ ：特例委託輸入（引取・特例）申告
Ｓ ：蔵入承認申請
Ｍ ：移入承認申請
Ａ ：総保入承認申請
Ｇ ：展示等申告
Ｋ ：蔵出輸入申告（申告納税）
Ｄ ：蔵出輸入申告（賦課課税）
Ｕ ：移出輸入申告（申告納税）
Ｌ ：移出輸入申告（賦課課税）
Ｂ ：総保出輸入申告（申告納税）
Ｅ ：総保出輸入申告（賦課課税）
Ｒ ：蔵出輸入（引取・特例）申告

輸入申告に登録されている申告等種別を変更したい場合に入力
変更可能な申告等種別コードは以下のとおり
 入 力

登録済み申告事項

Ｃ、Ｆ、Y、Ｓ、Ｍ、Ａ、Ｇ、
Ｋ、Ｄ、Ｕ、Ｌ、Ｂ、Ｅ、Ｒ

Ｈ、Ｎ、Ｊ、Ｐ
（特例引取申告）

Ｃ、Ｆ、Y、Ｓ、Ｍ、Ａ、Ｇ、
Ｋ、Ｄ、Ｕ、Ｌ、Ｂ、Ｅ、Ｒ

○ ×

Ｈ、Ｎ、Ｊ、Ｐ（特例引取申告） × ○

IDA業務へ

IDB業務 入力画面
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＜○：変更可能 ×：変更不可＞

Ｈ、Ｎ、Ｊ、Ｐ（特例引取申告）
からその他輸入申告への
変更はできない



輸入申告後の訂正について
輸入申告内容の訂正

• IDD（輸入申告変更事項呼出し）業務により輸入申告（予備申告を含む）済みの申告情報を呼び出した上、
必要項目の訂正を行います。

• IDA01（輸入申告変更事項登録）業務により訂正を行うことで申告番号に枝番が払い出されます。

申告訂正は９回まで実施可能です（枝番は１から９まで）。

申告訂正を行う申告番号を入力
※輸入許可がされていないこと
※申告撤回がされていないこと

IDA01業務へ

輸入申告後の訂正は税関へ申し出た後に実施します。

IDD業務 入力画面
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輸入申告後の訂正について

IDA01業務

 IDD業務で呼び出した申告情報が入力画面に展開するので、必要項目を訂正します。

 申告済みの情報が各項目に入力された
状態で業務画面が展開

無符号から有符号へ
の変更のみ可能

IDA01業務 入力画面

郵便物の申告貨物識別
（「Ｅ」（ＥＭＳ）、「Ｈ」（航
空郵便物）、「Ｍ」（海上
郵便物）及び「Ｕ」（ＳＡ
Ｌ））間での変更又は郵
便物以外の申告貨物識
別（「Ｌ」（外交官貨物）及
び「Ｘ」（ＭＤＡ貨物））間
で変更可能

その他、予備申告訂正等の変更不可項目は、電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連通関関係手続 第1章 輸入通関関係手続）を参照ください。

同一税関官署が管轄
する保税地域であれば
変更可能
自由化申告の場合、同
一税関内であれば当
初の蔵置官署と異なる
官署が管轄する保税
地域に変更可能
ただし、既に検査指定
を受けている場合に、
当該変更を行った場合
は、当該検査指定の取
消しが行われる

輸入申告の場合の変更不可項目
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輸入申告後の訂正について

IDE（輸入申告変更）業務

IDA01業務で払い出された申告番号を入力し、登録した内容を税関に申告します。

本申告起動前の予備申告訂正は、訂正後の申告番号（枝番あり）をIDC業務に
入力して行います。すでに本申告が起動した後は、IDE業務による訂正となります。

IDE業務 入力画面
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税関に申告変更控情報を出力する場合には「Ｐ」を入力

IDA01業務送信後、申告番号の
末尾1桁が繰り上がる（枝番付与）



輸入申告に関する参考情報
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延納

納税方式について
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即納方式
納期限を延長せず、申告種別に応じて定められた納期限までに納税する方式です。入力はスペースです。

納期限延長方式（延納）

担保の提供を条件に納期限が延長される方式で、以下の通りに種類が分かれます。

 ・包括納期限延長（包括延納）

 同一納税義務者に係る月ごとの輸入申告等に係る納期限が一括して延長されます。

 ただし、消費税及び地方消費税を除く内国消費税については、利用することができません。

・個別納期限延長（個別延納）

 輸入申告等に係る納期限が個別に延長されます。

・特例申告納期限延長（特例延納）

特例申告に係る納期限が延長されます。

H

K

T 担保番号

個別担保を利用する場合は入力不要

担保番号

過去滞納等が発生していない信頼のおけるＡＥＯ輸入者は
担保なしで特例申告及び特例申告納期限延長が可能



納付方法について

・直納

金融機関の窓口にて、現金に納付書を添えて関税等を納付する方法です。

納税方式は即納と延納どちらにも対応しております。入力はスペースです。

• MPN利用

ＭＰＮ(マルチペイメントネットワーク)を利用できる金融機関のインターネットバンキングやATMから納付する
方法です。納税方式は即納と延納どちらにも対応しております。

• リアルタイム口座振替

事前に登録しておいた口座から、直接振り替えて納付する方法です。領収証書及び領収済通知書は発行されま
せん。納税方式は即納と延納どちらにも対応しております。
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M

R 口座番号14桁

銀行識別コード(4桁)+支店コード(3桁)+口座番号(7桁)

納税方式、納付方法の入力は一例です。詳細はNACCS掲示板のIDA仕様書（７．特記事項 （３）納付
方法識別及び口座番号の入力方法について）をご参照下さい。



納付方法について
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納付書情報（直納） 納付番号通知情報（MPN） リアルタイム口座振替完了通知情報

納付書を金融機関の窓口に提示し関税等を
納付後、税関に領収証書を提示 → 輸入許可

収納機関コード、納付番号、確認番号をイン
ターネットバンキングやATMで入力し関税
等を納付 → 輸入許可

IDC後、税関審査終了後に出力 IDC後、税関審査終了後に出力 IDC後、税関審査終了時に納付処理がされ
納付完了後に輸入許可書と併せて出力
（出力にはURK業務による事前設定が必要）



申告添付登録について
申告添付登録業務フロー

許可後はMSX、MSY不可

IDC
輸入申告

区分1Y
IDA

輸入申告
事項登録

輸入許可
MSX
申告添付

IDC
輸入申告
業務

MSX
申告添付

区分2、3IDA
輸入申告
事項登録 輸入許可

MSY
申告添付
訂正呼出し

MSY01
申告添付
訂正

訂
正

区分１Yは許可後にMSX業務で税関への書類提出が必要な審査区分です。

区分２、区分３の場合は、MSX業務により登録した資料を税関で確認後、輸入許可になります。

許可後3日以内に提出

IMS
申告添付
一覧照会

照
会

MSX等にて登録された
添付ファイルを確認

・区分１Y（簡易審査）の場合

・区分２．３（審査・検査）の場合

添付済のファイルの
削除不可
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申告添付登録について

MSX業務 入力画面

右クリックで添付
ファイルの追加・貼
付・削除。ドラッグ
＆ドロップも可能

35

通関関係書類を登録したい申告等
番号を入力

申告種別をプルダウンから選択
IDC：輸入申告

１ファイルあたり最大10MB
合計容量は30MBまで1度
に登録可能

ファイル名に使える記号
はハイフン、アンダーバー、
ピリオドのみ

申告添付登録

合計最大20ファイル
の添付が可能

TQ ：関税割当証明書
GM ：減免税の適用を受けるための明細書等
OL ：他法令に基づく許可・承認書等
PI ：日英特恵輸入証明書
TR ：運送先一覧表
AL ：全ての書類
OT ：その他の書類

ＣＡ ：計算書
ＩＶ ：インボイス
ＰＬ ：パッキングリスト
ＢＬ ：船荷証券、複合運送証券及び航空運送状
ＩＳ ：保険料明細書
ＫＨ ：個別評価申告書
OR ：原産地証明書又は原産品申告書等

書類区分コードを入力

添付ファイルの追加をクリックして
ファイルを選択



申告添付登録について

MSY業務 入力画面

36
添付ファイルを差し替える場合、添付ファイルの削除「D」を入力し、差し替えの添付ファイルを追加して送信します。

添付済の通関関係書類を訂正し
たい申告等番号を入力して送信

添付済の通関関係書類を表示

残りの添付ファイル登録可能サイズ
全体 ：61400KBー(削除済＋添付済)
有効分：３0820KBー添付済

添付ファイルを削除する場合、「D」を入力

添付ファイルを追加、削除することなく
通信欄のみ修正が可能

輸入の場合、入力しない

窓口提出に切替える場合
A:窓口提出を選択

添付ファイルの追加をクリックして
ファイルを選択

添付済のファイル名と同一
であるファイルは添付不可

書類区分コードを入力して送信

MSY０１業務 入力画面

申告添付訂正

送信
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申告添付一覧照会と添付ファイル取得(民間)について

添付済の通関関係書類を表示

IMS業務 入力画面 IMS業務 照会画面

①添付状況を確認したい
申告等番号を入力して送信

③右クリックメニュー
「業務リンク」、「 MSD（添付ファイル取得(民間)）」

②取得したい添付ファイル
通番を選択

④ダブルクリックするとファイルを展開

MSD業務

IMSで照会後、②～④の手順
を実施することでMSX01、
MSY01で添付済のファイル
をダウンロードし内容を確認
できます。

S:システム提出
A:窓口提出



主な照会業務
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（１）輸入（引取・特例）申告に係る照会を行う場合に、以下の申告等種別コードを入力
 Ｈ ：輸入（引取）申告に係る照会
 Ｔ ：特例申告に係る照会
（２）一括特例申告に係る照会を行う場合は、「Ｘ」を入力
（３）上記以外は入力不可

照会したい申告等番号を入力

輸入申告等照会について

IID（輸入申告等照会）業務

輸入申告等に係る情報を照会できます。

IID業務 入力項目
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輸入申告等照会について

IID業務 結果（共通部上段）

40

L:大額 S:少額

ＩＣ：輸入申告（申告納税）
ＦＩＣ：輸入申告（賦課課税）
ＦＣ：輸入申告（少額関税無税）
ＢＰ：ＢＰ承認申請
ＩＢＰ：ＢＰ承認済
ＩＳ：蔵入承認申
ＩＭ：移入承認申請
ＩＡ：総保入承認申請
ＩＧ：展示等申告
ＩＳＷ：蔵出輸入申告（申告納税）
ＦＳＷ：蔵出輸入申告（賦課課税）
ＩＭＷ：移出輸入申告（申告納税）
ＦＭＷ：移出輸入申告（賦課課税）
ＩＡＣ：総保出輸入申告（申告納税）
ＦＡＣ：総保出輸入申告（賦課課税）

１桁目
＊：簡易保留
Ｚ：税関届出ダメージ貨物
Ｓ：移動差止め貨物

２桁目
１：簡易審査
２：書類審査
３：検査扱い

３桁目
Ｒ：現場検査
Ｋ：検査場検査
Ｘ：大型Ｘ線検査
Ｍ：見本確認

４桁目
Ｔ：審査時に原紙提出要
Ｇ：許可時に原紙提出要
Ｍ：ＴとＧが混在
Ｙ：書類提出要（区分1のみ）

予備申告後の本申告が
された場合「＊」を出力

Ｔ：予備申告（手動起動）
Ｚ：予備申告（搬入時自動起動）
Ｕ：予備申告（税関空港で貨物引取時
自動起動）

Ｊ：予備申告（貨物到着前自動起動）
Ｓ：予備申告（航空貨物の集積場所で
貨物引取時自動起動）

Ｈ：本申告
Ｉ ：搬入時申告
Ｋ：開庁時申告

Ｓ：ＳＰ貨物（航空のみ）
Ｂ：ＯＢ 
Ｃ：貨物（航空のみ）
Ｌ：外交官貨物
Ｘ：ＭＤＡ貨物
Ｅ：ＥＭＳ
Ｈ：航空郵便物
Ｍ：海上郵便物（海上のみ）
Ｕ：ＳＡL

１：通販貨物
２：FS利用貨物
３：その他の貨物

C ：輸入者住所と同じ場所のみ
N ：運送先が定められていない
T ：輸入者住所と異なる場所

(輸入者の住所と異なる運送先が１か所)
M ：輸入者住所と異なる場所

(輸入者の住所と異なる運送先が複数か所)



輸入申告等照会について

IID業務 結果（共通部中段）

他法令関係
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△：直納
Ｒ：リアルタイム口座振替
Ｍ：ＭＰＮ利用

ＡＤ：補正額を加算
ＳＢ：補正額を減算
ＩＰ ：ＩＰ是認
ＢＰ：ＢＰ担保
ＡＳ：補正不能

１ ：標準式
２：非標準式
△：ＩＰ是認

包括評価受理番号を入力した場合に出力

Ｆ：通関業者口座
Ｇ：輸入者口座

事項登録業務で課税価格按分
係数合計欄に入力があった場
合は「Ｍ」を出力

包括評価
補正式

※一部抜粋



包括延納の場合、納期限等を出力

許可・承認、登録、申告がされた場合、
日付を出力

Ｐ：口座不足のため保留中
Ｓ：担保不足のため保留中
Ｏ：システムにより行う他法令手続の証明に係る許
可・承認等が未済のため保留中

Ｊ：システムにより行う他法令手続の証明に係る許可・
承認等が開庁時間外に行われたため保留中(開庁
時間外の事務の執行を求める届出が未提出)

Ｈ：システムによる個別担保の登録又は積増しが開庁
時間外行われたため保留中 (開庁時間外の事務
の執行を求める届出が未提出)

Ｗ：口座引落とし指示待ち

入力した輸入者コードが変換
された場合に出力

入力控えや許可書には出力がない
口座番号、担保番号を出力

IID業務 結果（共通部下段）
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輸入申告等照会について



統合された欄の場合は
統合先の欄番号を出力

輸入申告等照会について

IID業務 結果（繰返部）

当該欄に係る価格及び数量等が
システムに登録されている価格の
範囲外である場合にコードで出力
Ｈ ：範囲を上回っている
Ｌ ：範囲を下回っている
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システムによって決定された
関税率の区分をコードで出力
Ｓ ：基本税率
Ｇ ：ＷＴＯ協定税率
Ｐ ：特恵税率
Ｔ ：暫定税率
Ｋ ：簡易税率
Ｂ ：バイＥＰＡ税率
Ｍ ：マルチＥＰＡ税率

（１）特恵税率が適用されず、特恵税率が
     適用可能な品目の場合は、「Ｐ」を出力
（２）申告等種別が「Ｊ」、「Ｐ」、「Ｔ」、「Ｖ」または

「Ｒ」の場合で、管理方式がシーリング方式
の特恵税率または 管理方式が特殊なシー
リング方式のＥＰＡに基づく税率が適用さ
れた場合は、「Ｓ」を出力

（３）ＥＰＡに基づく税率が適用されず、ＥＰＡ税率
が適用可能な品目の場合は、以下を出力
Ｍ：マルチ協定適用可能
Ｂ：バイ協定適用可能

（４）「Ｐ」、「Ｓ」、「Ｍ」、「Ｂ」を出力する条件のうち
複数を満たす場合は、「Ｓ」、「Ｐ」、「Ｍ」、「Ｂ」
の優先順で出力



必須入力箇所
その他項目を入力することで、抽出条件
を追加することができます

輸入申告等一覧照会について
IDI（輸入申告等一覧照会）業務・・・ 輸入申告等に係る手続状況等を、一覧で照会できます。

IDI業務 入力項目
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照会
種別

内容 抽出条件

A 事項登録一覧 事項登録業務後、申告・申請が行われていない申告等番号

B 申告・申請一覧 申告・申請（予備申告を除く。）が行われた申告等番号

C 搬入時申告・申請一覧 搬入時申告・申請の旨が登録された申告等番号

D 開庁時申告・申請一覧 開庁時申告・申請の旨が登録された申告等番号

E 未許可申告・未承認申請一覧 申告・申請後、許可・承認前の申告等番号

F 予備申告済み申告一覧 予備申告後、本申告前の申告等番号

K 通関士審査対象申告一覧 事項登録業務後、申告・申請が行われておらず、「通関士審査結果登録
（ＣＣＡ）」業務により通関士 審査結果が登録されていない申告等番号

L 通関関係書類未提出申告一覧 申告・申請（予備申告を含む。）後で通関関係書類の提出が必要であるが、
「申告添付登録（ＭＳＸ）」 業務が実施されていない申告等番号

全官署のデータ
を出力する場合
「AL」を入力

入力しない場合
送信当日の日付
が設定される

全官署のデータを出力する「AL」を入力
した場合、あて先官署毎に出力

出力中のあて先官署以外のデータがある場合、続きデータが存在
するメッセージを出力。再度「送信」することで、他のあて先官署
のデータを表示することができます

あて先官署「AL」を入力した場合の結果画面
入力不可



輸入申告等一覧照会について
IDI業務 結果

CCA（通関士審査結果登録）状況
スペース：未審査（事項登録済）
Y :審査済
N :訂正要
D :申告済

（１）照会種別コードが「Ａ」の場合は、スペースを出力

（２）照会種別コードが「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｋ」、「Ｌ」の場合
△：輸入等申告・申請前（搬入時申告・申請または開庁時申告・申請の旨が登録された場合の照会も含む。）
１ ：輸入等申告・申請済で審査終了前    ２：輸入申告等変更事項登録済で輸入申告等変更前
３ ：輸入申告等変更済で審査終了前
４ ：審査終了済で輸入許可・承認前（上記１～４はＢＰ承認申請に係るものは除く）
５ ：ＢＰ承認申請済でＢＰ審査終了前    ６：ＢＰ審査終了済でＢＰ承認前
７ ：ＩＢＰ審査終了前        ８：ＩＢＰ変更事項登録済でＩＢＰ変更前
９ ：ＩＢＰ審査終了済で輸入許可前     ０：許可・承認済
Ａ ：特例申告事項登録済で特例申告前    Ｂ：特例申告納期限延長申請済みで審査終了前
Ｃ ：特例申告納期限延長申請に係る審査終了済  D：特例申告済
Ｅ ：予備申告済で本申告前      Ｆ：予備申告変更済で本申告前

（３）照会種別コードが「Ｆ」の場合
１ ：予備申告済で本申告前      ２：輸入申告等変更事項登録済で予備申告変更前
３ ：予備申告変更済で本申告前 45

A 事項登録一覧

B 申告・申請一覧

C 搬入時申告・申請一覧

D 開庁時申告・申請一覧

E 未許可申告・未承認申請一覧

F 予備申告済み申告一覧

K 通関士審査対象申告一覧

L 通関関係書類未提出申告一覧



IAW（輸入貨物情報照会）業務

• AWB番号単位で、個数、重量、仕向地等の主要項目、並びに通関状況、保税蔵置場への
搬出入状況等を照会できます。

• 指定情報を入力することにより、当該貨物の詳細情報を個別に照会できます。

指定情報欄にコードを入力することにより、
詳細情報を照会可能
※入力がない場合、概要情報（SMRY）を照会

ＡＷＢ番号、ＨＡＷＢ番号、ＭＡＷＢ番号、
ＵＬＤ番号、またはシステム外搬入貨物番号を入力

輸入貨物情報照会について

IAW業務 入力画面

到着便情報照会[FLTI]以外の場合は入力不可
到着空港：取卸港単位照会
ＳＴ ：到着時刻の昇順照会

？ ：到着便名不明照会

（１）ロケーション情報照会の場合は、保税蔵置場を必須入力

（２）ロケーション情報照会以外の場合は、入力不可

照会結果は次頁を参照
46



輸入貨物情報照会について

IAW業務 結果（概要情報上段）
S: スプリット
F: スプリットフル(全量到着済み)

移動差止の旨が登録されている場合は、｢＊｣を出力
STP登録者を利用者コードで出力

民間事故コードを出力

税関届出事故コードを出力
（税関が確認済の場合は、１桁目に「＊」を出力）

D：輸入申告等の申告・申請中
P：輸入申告等の許可承認
M：マニュアル許可承認

AWB ：AWB番号
HAWB：HAWB番号
MAWB：MAWB番号
ULD： ULD番号
OTHER：（システム外搬入貨物）
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輸入貨物情報照会について

IAW業務 結果（概要情報中段）

１：突合済
２：訂正保留のもの
３：原因調査中のもの

T：運送中
＊：搬入済
スペース：蔵置中

*：CAI輸入貨物情報DBに
保留の旨が登録されたもの

CO： 当該空港揚貨物
TR： 仮陸揚貨物
TI： マル仮貨物
TT： 仮・仮貨物
TS： 機移し貨物

K：マル仮、仮･仮貨物
T：TACM貨物
H：他空港向一括保税運送仮陸貨物
M：機移し貨物

*：輸入貨物情報DBの到着便情報
にAWB予備情報の旨が登録されて
いる場合は、「＊」を出力

１：仮陸揚貨物で、輸入貨物情報ファイルに
未突合又は不突合で輸出へ移送された場合
２：仮陸揚貨物で、輸入貨物情報ファイルに
突合済で輸出へ移送された場合

48

*：税関によりCAI業務が行われたもの



輸入貨物情報照会について
IAW業務 結果（概要情報下段）

ＩＣ： 輸入申告  ＦＣ ： 輸入申告（少額関税無税）
ＢＰ： ＢＰ承認申請  ＩＳ ： 蔵入承認申請
ＩＳＷ： 蔵出輸入申告  ＩＭ ： 移入承認申請
ＩＭＷ： 移出輸入申告  ＩＡ ： 総保入承認申請
ＩＡＣ： 総保出輸入申告  ＩＧ ： 展示等申告
ＨＩＣ： 輸入（引取）申告または特例申告
ＴＩＣ： 特例委託輸入（引取）申告または特例委託特例申告
ＯＩＣ： 輸入申告（沖縄特免制度）  ＭＩＰ： 輸入マニフェスト通関申告
ＩＴ： 一括特例申告 ＩＴＡ： 特例委託一括特例申告
ＩＳＴ： 蔵出輸入（引取・特例）申告

照会貨物にかかる処理状況が時系列で表示されます。
・最新更新業務  ： 業務コードを表示
・最新更新利用者 ： 利用者コードを表示

輸入貨物情報ＤＢの輸入申告情報に登録されている
申告状態表示を出力
Ｕ ： 予備申告（税関空港で貨物引取本申告自動起動）
Ｓ ： 予備申告（空港貨物の集積場所で貨物引取本申告自動起動）
Ｚ ： 予備申告（貨物搬入時本申告自動起動）
Ｔ ： 予備申告（本申告手動起動）
Ｊ ： 予備申告（貨物到着前自動起動）
Ｈ ： 予備申告後の本申告または貨物到着前輸入申告扱い

  の輸入（引取）申告
Ｎ ： 通常申告及び申告変更

SMRYの画面では、直近の10件まで表示します。
※指定情報に「HIST」を入力して検索すると、
過去100件分まで照会可能です。
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輸出入者情報照会について

IIE（輸出入者情報照会）業務
輸出入者名、輸出入者コード及び住所の情報を照会できます。

前方一致検索を行い最大２０件の
照会結果を出力

照会したい輸出入者コード・法人番号
もしくは輸出入者名を入力
※入力された輸出入者コードまたは
法人番号、輸出入者名と先頭が一致
する輸出入者情報を照会する
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他法令に係る許可・承認との
連携について
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他法令に係る許可・承認との連携について

他法令と共通管理番号について

• 外国から輸入される貨物の中には、国内の経済、公安風俗に影響を及ぼす貨物について輸入の規制が行われており、

これら規制対象品を輸入しようとする場合には、他法令※の規定に基づいた許可・承認等を受けて、輸入申告時に

税関に証明しなければ輸入は許可されません。

※他法令：関税関係法令以外の法令で、輸出入に関して許可、承認等を定めたもの

• そのうち、食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、狂犬病予防法又は感染症法に係る手続が必要な輸入申告

等について、該当手続きの許可・承認等を取得済みである旨の証明はシステムで行うことができます。この場合は、

輸入申告等と他の手続について「共通管理番号」をキーとしたリンク付けをする必要があります。
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他法令の許可・承認等を受けるために必要な手続きについては、

各省庁のホームページ等をご確認下さい。



同一貨物に係る輸入申告と他法令手続とのリンク付けは、共通管理番号で行ないますが、登録方法は次の２通りとなります。

①ＩＤＡ業務先行

②他法令手続き事項登録先行

上記業務のいずれかで払い出された1件の共通管理番号で、
輸入申告1件と食品、植防、動検の他法令手続き各最大99件とのリンク付けが可能です。

①ＩＤＡ業務先行
IDA業務（共通部） 入力画面

送信

共通管理番号：Ｋ１６２７９４４４０が払い出される

送信

共通管理番号：Ｋ１６２７９４４４０が払い出される

食品に「Y」を入力

共通番号に「Y」を入力

②他法令手続き事項登録先行

・他法令欄：該当する他法令コードを入力
・食品、植防、動検欄：リンクする申請数に応じて、Ｙ、２～９9 を入力

・他法令欄：該当する他法令コードを入力
・食品、植防、動検欄：リンクする申請数に応じて、Ｙ、２～９9 を入力

ここでは食品に「Y」を入力

（例）ＩＦＡ（食品等輸入届出事項登録）業務

IFA業務（共通部） 入力画面

IFA業務（共通部） 入力画面 IDA業務（共通部） 入力画面

＊

食品に「Y」を入力

送信

共通管理番号：Ｋ１６２７９４４４０が払い出される

送信

共通管理番号：Ｋ１６２７９４４４０が払い出される

共通管理番号の入力がない場合、「輸入者コード」と「BL番号」が
同一の共通管理番号を自動補完してリンクする 53

他法令手続きとのリンク付けについて



他法令手続きとのリンク付けについて

送信

OK： （全て）承認、合格
PT： 一部承認
WA： 届出、申請がされていない
  （申請先が）承認、合格の

  入力をしていない
NG： 不承認、不合格

1共通管理番号＝２９７件
F ：食品等輸入届出
P ：植物等輸入検査申請
A ：畜産物（動物）輸入検査申請

共通管理番号でのリンクは、「輸入者コード（無符号者は名称）」と「B/L番号」が一致している必要があります。

「共通管理番号」、「申告等番号」
又は「B/L（AWB）番号」の
いずれかを入力

他法令手続きの申請番号、リンク数、手続進捗状況等の確認

IXX（関連省庁申告・申請状況照会）業務

54

IFA等、関係省庁業務でリンクした件数

IDAで入力した他法令手続の件数



既に払い出された共通管理番号を利用しない場合

他法令手続きとのリンク付けについて

②IDB→IDAでBL番号末尾に枝番を削除し、共通管理番号、関係省庁リンク数を入力して送信します。

①BL番号末尾に枝番を付けて、共通管理番号「ブランク」、関係省庁リンク数を入力して送信します。
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他の通関業者や従業者が誤って、IFAやIDA等で、同一の輸入者、AWB番号で共通管理番号を払い出した場合、払い出し済の共通管理番号が自動補完
され、他法令手続きとのリンク付けが正しく行えません。上記の手順を実施することにより、他の通関業者や従業者が誤って払い出した共通管理番号を
利用することなく、新たに払い出した共通管理番号を利用して他法令手続きとのリンク付けが可能です。

正 ：77H-20609221
枝番付き：77H-20609221A

枝番を削除して、正しいBL番号に変更

既に払い出された共通管理番号ではなく、
新規の共通管理番号を払い出し

IDA業務IDB業務

IDA業務 IDA業務送信後入力控え画面

送信

送信

共通管理番号「ブランク」

①で新規に払い出した共通管理番号を入力

関係省庁リンク数を入力

関係省庁リンク数を入力
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